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利用した資料は、申し込んだ目的以外には使用しないでください。上記目的以外に利用する際は、

利用時間は午前10時～午後5時30分です。
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再度申請を行ってください。
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利用等の目的
（具体的に）

（1）

利用にあたっては次の事項を遵守してください。

資　　　　　　　　料　　　　　　　　名 利　用　等　の　方　法

利用等の日時 　令和　　　　年　　　　月　　　　日 （　　　）　　　　　：　　　　～　　　　：

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

閲覧　　　・　　　撮影

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

閲覧　　　・　　　撮影

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

閲覧　　　・　　　撮影

令和　　　年　　　月　　　日　　

滑川市立博物館長　あて

資料を利用した成果物（複製物）を博物館に提供してください。
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滑川市立博物館資料利用等申込書

利用資料及び
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